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知床遊覧船事故での課題及び対策（法定無線設備）
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対策の方向性

• 法定無線設備から携帯電話を除外する。（平水区域を除く。※）
• 外洋を航行する船舶に対し、法定無線設備の搭載を求める。

運輸安全委員会に指摘された課題

➢ 本船と本件会社事務所との間に有効な通信手段がなかったため、本船船長が、航行中に
本件会社の人員から情報提供や助言等の支援を受けることができなかったことによるもの
と考えられる。（最終報告書（令和５年９月７日））

➢ 外洋を航行する船舶に適切な法定無線設備の設置を義務付け、陸上施設との確実な
連絡手段を確保する。

※平水区域を航行する船舶の取り扱い

平水区域において航行する船舶については、以下の理由により、航行区域がサービスエリア内
であることを条件に、引き続き携帯電話を認めることとする。

✓ 漂流した場合でも平水区域（サービスエリア）から逸脱する可能性が低い。
✓ 一時的に不通となった場合でも、多少の移動で通信可能となる可能性が高い。
✓ 携帯電話が不通であっても、信号紅炎（発煙筒）で近くの船舶や陸上に連絡可能。
✓ 平穏な水域であり、他船や陸上からの迅速な救助の期待度が高い。



適用日 対象設備

➢  以下のいずれかに該当する船舶

① 法定無線設備として携帯電話を積み付けている、限定沿海を航行する一般旅客船（旅客定員13人以上）

② 法定無線設備の積み付け義務のない一般旅客船（旅客定員12人以下）

対象船舶

一般旅客船への適用

➢ 海上運送法上の許可船には適用済み。許可船以外の一般旅客船に対し、令和６年４月以降
に適用。

一般旅客船への適用（法定無線設備）

４ページ参照

① 一般旅客船（旅客定員13人以上）：

許可船 令和４年11月１日（措置済） 許可船以外 令和６年４月１日※

② 一般旅客船（旅客定員12人以下）：令和７年４月１日※

※ 現存船は適用日以降の最初の定期的検査までの経過措置あり

旅客数
航行区域

① 一般旅客船（旅客定員13人以上） ② 一般旅客船（旅客定員12人以下）

5トン 12m 20トン 5トン 12m 20トン

湖川港内
（琵琶湖を除く）

ー ー

平水（上記を除く） 業務用無線、衛星電話又は携帯電話※ 業務用無線、衛星電話又は携帯電話※

２時間限定沿海
【許可船】業務用無線、衛星電話又は携帯電話

業務用無線又は衛星電話
【許可船以外】業務用無線、衛星電話又は携帯電話

沿岸５マイル 業務用無線又は衛星電話 業務用無線又は衛星電話

全沿海 業務用無線又は衛星電話 業務用無線又は衛星電話 業務用無線又は衛星電話

※航行区域が携帯電話のサービスエリア内にある場合に限る。

：対象船舶（R4.10.28公布の告示で措置済み） ：対象船舶
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遊漁船への適用案（法定無線設備）
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遊漁船への適用案

➢ 船舶と陸上施設との間で通信手段を確保することは、一般旅客船か遊漁船かに関わらず、
安全の航行のために必要であり、法定無線設備の設置は有効である。 

➢ 遊漁船の業務実態により、法定無線設備の設置を要しない条件を定めることは
適当ではない。 

遊漁船にも一般旅客船と同様に、旅客定員及び航行区域に応じ、法定無線設備搭載
の義務を適用する。
適用日については、別途検討する。

➢ 漁船と兼用している遊漁船は漁業無線を既に搭載しているケースが多い。

＜参考＞遊漁船業の実態

（注）漁業無線（いわゆる27MHz又は40MHz帯で運用する船舶局の無線電話）は、常に直接陸上との間で
船舶の運航に関する連絡を行うことができる場合、法定無線設備として使用することが可能である。
ただし、電波法において一般通信設備として使用することが可能なものに限られる。
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インマルサット衛星電話

VHF無線電話 MF無線電話 N－ＳTAR電話

衛星携帯電話 携帯電話

◆携帯電話を法定の無線設備から除外（携帯電話のサービスエリア内の平水を除く。）

※ただし、携帯電話を法定の無線設備の用途以外で活用することを妨げるものではない。

出典：古野電気株式会社HP 出典：古野電気株式会社HP 出典：株式会社NTTドコモHP

出典：古野電気株式会社HP 出典：KDDI株式会社HP

（参考）法定無線設備の例
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